
 
 
 

中 野 区 

住宅政策審議会 会議録 

 
第６回 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
２００８年１０月３０日（木） 



（会長） それでは、ただいまから第６回の中野区住宅政策審議会を開催させていただきま

す。 
 本日はご多忙の中ご出席いただきまして、まことにありがとうございます。 
 前回の第５回の審議会は８月２７日、それから約２か月が経過いたしました。８

月２７日の会議では答申素案の案についてご審議を賜りまして、そこで出されまし

た委員の皆様のご意見を反映して、答申素案とすることをご承認いただきました。 
 本日は、これまでの答申素案から、当審議会としての区長に答申とするための

終確認という形で、答申（案）という形でご議論いただく形になります。委員の皆

様には後ほどご審議いただくことになりますので、よろしくお願いいたします。 
 それでは、本日お配りいただいている資料がありますので、まず事務局のほうか

ら配付資料のご確認をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 
（住宅担当課長） それでは、配付資料です。冊子になっていますけれども、答申（案）。こ

れは事前にお配りしたものです。それから、きょうの当日配付ですけれども、資料

１が素案からの修正した箇所のペーパーでございます。資料２が、この間、意見交

換会を行いましたので、その概要でございます。あとは前回の議事録でございます。 
 以上でございます。 

（会長） 過不足はございませんでしょうか。よろしゅうございますか。 
 では、この間の経緯をちょっとご報告したいと思います。 
 前回の全体会議のあと、１０月２０日に小委員会を開催させていただきました。

この小委員会では、これまでの経過を踏まえて、本日ご審議いただく答申（案）の

内容を検討させていただきまして、本日の審議事項である答申（案）を用意してい

ただく形になりました。 
 それでは、本日の審議事項である答申（案）について、事務局のほうからご説明

いただきますが、それと同時に、今までの経緯も簡単で結構ですのでご報告いただ

いて、それでご議論いただきたいと思います。 
 では、事務局のほうからよろしくお願いいたします。 

（住宅担当課長） それでは、私のほうから簡単にご説明いたします。 
 この審議会は昨年の１２月に発足いたしまして、全体会はきょうで６回目という

ことでございます。この間、４人の学識経験者の方は小委員会をそれぞれ５回ほど

開いていただきました。 
 きょうの（案）でございますけれども、１０月２０日の小委員会で、これを全体

会に出すということでご了解をいただいたところでございます。 
 それでは、中身についてご説明いたします。資料１をごらんいただきたいと思い

ます。 
 ８月２７日の全体会で素案の案というのを議論したわけですけれども、その中で

こういったところを修正されたらどうかというご意見をいただきました。それを踏
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まえて修正しまして、きょうの答申（案）にしたところでございます。 
 修正箇所は、結構ありますので、資料１のほうでご説明いたしたいと思います。

テニオハですとか、そういうのは省きました。 
 まず、１点目です。６ページになりますけれども、民営借家の状況。これは単に

文言の修正でございます。中身にかかわるような話ではございません。より正確な

表現にしたところでございます。 
 ２点目でございます。資料１の１ページの下のほうになります。環境問題に対す

る取り組みということで、本文の１１ページになりますけれども、少し文言をつけ

足したらどうかというご意見がございましたので、追加をしたということでござい

ます。特に家庭でのＣＯ２、二酸化炭素でございますけれども、電気とガスがほと

んどを占めるという数字を挙げさせてもらいました。それから太陽光発電の機器の

設置件数。これは環境基本計画に載っている数字でございますけれども、１８年度

で２９０件という数字を挙げました。それから産業廃棄物関係ですと、やはり建設

業関係が一番多いということでございます。約４割でございます。 終処分量の８

割は建設業が占めているということですから、大変なものだということでございま

す。もちろん、建設業ですから、住宅の解体による廃棄物というのも結構あるとい

うことでございます。 
 次、２ページにいきます。住宅施策の基本理念でございます。前回、２案を出し

ましたが、１案、２案を統合した形の文言にしたらどうかというご提案をいただき

ましたので、「多様な世代が安心して快適に暮らせる活力と魅力にみちたまち・中

野」と。こういう表現にさせていただきました。あとは文言上の修正でございます。

「めざします」という、基本理念設定の場合の表現にしたということでございます。 
 ３ページでございます。一番上で、本文では１４ページになりますけれども、フ

ァミリー向け住宅の供給促進のところで、若干、これは小委員会で出た内容でござ

いますけれども、「ファミリー向け住宅の誘導」という、そういう表題をつけまし

た。中身そのものは大きくは変わりはございませんけれども、ワンルームがふえす

ぎることを抑制するということ、それからバランスのとれた地域社会とするために、

共同住宅の一定数をファミリー向けとするということでございます。それと、前回

のとき、見出しがこういうようになっていなかったので、このような表現にしたと

いうことでございます。 
 それから下の②でございます。子育て環境等への配慮。１４ページでございます

けれども、これは新たに入れ込んだ内容でございます。ファミリー層の定住を図る

ためには、子育て環境、これが大事だということでございます。これは新たに入れ

たところでございます。 
 １５ページになりますけれども、ワンルームマンションにつきましては表現を若

干変えたということでございます。②、１６ページになりますけれども、これも表
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現を変えたということでございます。ワンルームマンション管理の適正化というこ

とで、ワンルームマンションは近隣との関係がやはり問題になっているということ

で、区としてもきちんと実態把握して適正化に努めたらどうかというご提案でござ

います。 
 同じく１６ページで、これも若干表現を変えたところでございます。これは再掲

ですので、前のと同じ内容でございます。 
 ４ページになります。基本目標２、快適で安心できる住まいということでござい

ます。⑤がございます。新築・増改築相談の実施ということで、これは単に表現を

変えたということで、中身は変わりはございません。 
 真ん中の③です。マンションストックの良好な管理。地域コミュニティの形成促

進というところで、これにつきましては当初の素案の案の段階ですと、分譲マンシ

ョンを対象に考えていたんですけれども、賃貸も含めた広い表現にしたらどうかと

いう話もございましたので、そのような表現に直したところでございます。 
 下の基本目標３、安全、安心のまちづくりのところでは、これは２１ページの下

のほうですね。中野区内にかなりいい場所の住宅地もございます。ですから、そう

いったところについては保全を図っていくという表現も入れたほうがいいのでは

ないかというところで、入れたところでございます。 
 ５ページになります。（３）防犯、防災対策の③でございます。これは再掲です。

特に防犯、防災については、マンションと地域との交流といいますか、おつき合い

をするのは大事だという点から、ここにも入れ込んだということでございます。 
 基本目標４、居住の安定確保でございます。③の高齢者専用賃貸住宅の供給促進

ということで、これは区がつくるということではなくて、民間事業者がそういった

ものをつくるという観点から、供給主体をはっきり書いたということでございます。 
 基本目標５、環境に配慮した住宅。環境というのは、これは新しい、今回の答申

に特徴的な項目でございます。ここで、一番下、①でございます。３２ページにな

りますけれども、クリーンエネルギーの促進ということで、太陽光発電器等につき

ましては普及に努めるという表現に変えたところでございます。 
 ６ページ、 後のページになります。本文の３２ページ、これは８月の全体会で

は書いていなかった部分でございます。環境共生型モデル住宅ということで、特に

大規模敷地などで新しい住宅をつくるような場合は、環境にやさしいモデル住宅的

なものを誘導したらどうかという小委員会からのご提案でございます。 
 （４）敷地内緑化等の推進で、生垣設置等については、個人の負担がかなりあり

ますので、設置や維持に一定の助成を出したらどうかというご提案でございます。 
 ４番目、計画の推進。これは３４ページになりますけれども、計画の推進にあた

りましては、絶えず区のほうで状況を把握して、達成状況を検証しながら進めてい

くという表現を入れたらどうかというご提案がございましたので、そういう表現を
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入れたところでございます。 
 住宅相談につきましては、これは表現をちょっと変えたということで、文言の追

加でございます。 
 今回の案では、この辺を少し追記をしたところでございます。 
 もう１点、資料２というのがございます。１枚の紙でございます。 
 これは９月に意見交換会を行いました。９月は３名の出席でと少なかったんです

けれども、それから１０月１９日、これは分譲マンション管理セミナーというのが

ございまして、そこでご意見をいただいたところでございます。 
 その内容を簡単に言いますと、耐震改修の話がございます。 
 それから敷地の細分化という話も出ました。 低敷地規模、中野区は６０㎡だけ

ど、もっと大きい区画にしたらどうかという話がございました。ただ、若干誤解も

ありまして、 低敷地規模６０㎡ということは、１２０㎡以下になりますと分割で

きないということになりますので、そういうこともありますという話はしておきま

した。 
 住環境のところでは、マンション紛争の話が出ました。指導要綱は本当に守られ

ているのかと。もっと厳しくしたらどうかというご意見でございました。指導要綱

であってもおおむね遵守されていますけれども、我々としても条例化も視野に入れ

て、現在検討している状況でございます。 
 もう一つ、ワンルームマンションの話も結構出ていました。ワンルームというの

はなかなか町会費も払ってくれない。ごみ出しもいいかげんなところが多い。しか

も、昼間いないと。やはりファミリーを何とか誘導してくれないかというご意見で

ございました。 
 長寿命住宅のところでは、新しくつくるのは長寿命でいいんだけれど、現在ある

古い住宅についても何とか長寿命化ができないかという話もございました。リフォ

ームを促進して長寿命化するというのも１つの方策ということでございます。この

答申（案）でも、１８ページのほうにはそれらの表現が入っております。 
 屋上緑化については、何か助成制度はありませんかという話もございました。 
 分譲マンションの管理でございますけれども、現在、入居者がかなり高齢化して

いるマンションが多いと、管理組合の活動もままならない。何とか支援してもらえ

ないかというお話もございました。なかなか難しいところがございますけれども、

答申では「適切な支援を行う」という表現になっております。これからの課題だと

考えております。 
 こういったご意見がございました。これらを踏まえまして、１０月２０日の小委

員会でこういった答申（案）を作成されたところでございます。 
 私のほうからは以上でございます。 

（会長） ありがとうございました。 
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 答申（案）に至る修正点の内容についてご説明がありましたけれども、ご確認を

お願いしたいと思います。 
 冒頭申し上げましたように、本日、答申に向けた 終確認の場となりますので、

今ご説明があった点などにつきまして、よろしゅうございますかということで、皆

様方からもし何かご意見があればお受けしたいと思いますけれども、いかがでござ

いますか。 
 どうぞ、福島委員。 

（福島） 前回、私、欠席いたしましたものですから、答申（案）ということで 終だとす

ると、もう意見は多分難しいのかと思いますけれど、これにもしこれから盛り込ん

でいただけるということであれば、１点お願いしたいんですが。 
 若い人たちが中野区は流出することが多いと。入ってくるのと出ていくのが非常

に多いんですけれども、出ていくところの先がどこに行っているのかというのを、

何か動態調査のようなものがあるといいなと。実はこの 初のデータのところにそ

ういうものが載っていないように思いますので。それがあるということは、ファミ

リー層がどのように定着するかということにもかかわってくるので、それを入れて

いただけないかなと。今からこれは盛り込めないのかもしれませんけれど、あれば、

なおいいのではないかなと思いました。 
 以上です。 

（会長） この点について、事務局のほうから。 
（住宅担当課長） データがあれば盛り込めると思うんですけど。この点につきましては、

住民票の台帳を扱っている所管のほうに問い合わせをしたんですけれども、データ

として集計されていないということですので、別の手段で新たに調べた上じゃない

と、難しいのかと思います。現時点ですぐというわけにはなかなかいかないと思い

ます。申しわけございません。 
（会長） 独自の調査をしないと、なかなか 近は難しくなってきているんだろうと思うん

ですね。だから、住民票である程度やらなければいけないけれど、今は個人情報の

データ開示の問題がありまして。 
（住宅担当課長） 多分、移動情報はありますので、我々として努力してみたいと思います。 
（会長） ありがとうございました。 

 そのほか、何かございますでしょうか。 
 どうぞ、宮島委員。 

（宮島） 私も２７日に出られずに、申しわけございませんでした。 
 １つ、全体の中で用途地域の見直しというのがどうしても入らないとまずいので

はないかと。今の状況のままで答申しても、動きが非常に遅いというか、区内の１

種住専の地域の見直しですとか、計画道路の促進とか、そういうものがはっきりし

て初めて動いていくのではないかと思われますので――ここへ来ての追加は無理
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かもしれませんけれど、やはり用途地域をしっかり考えて、住宅に即した施策とい

うんでしょうか、答申をしたほうがいいのではないかと、その１点は感じましたの

で。 
（会長） これについて、何か課長さんのほうからございますか。 
（住宅担当課長） いわゆるまちづくりとの連携ということになるかと思いますが、文言の

中に入れられるかどうか、ちょっと会長のほうと相談してみたいと思います。 
 現在、区のほうは都市計画マスタープランの改定作業を進めていまして、用途地

域とか、そういう大きい話ですので、計画上の役割分担からしますと、都市計画マ

スタープランのほうでそういう方向性を出すということになると思います。住宅マ

スタープランのほうは、どちらかというとそれを受けての住宅という役割分担にな

るんだろうと思いますけれども、文言についてはちょっと会長のほうと調整させて

いただきます。 
（会長） ありがとうございます。 

 ほかにはいかがでございますか。 
 前回、８月２７日にやったときの修正案を踏まえて、その後、少し事務局と小委

員会メンバーとでやり取りして、きょう修正していただいて、ほぼ大体皆様のご意

見を反映した形で取りまとめた形になっているのではないかと思います。 
 マスタープランに対して、これからどうあるべきかという答申（案）ですので、

より具体的な記述は多分住宅マスタープランのほうでやっていただくという形に

なると思うんですけれども、一応この答申（案）でマスタープランの策定のおおよ

その枠組みというか、方向性は出せたのではないかなと思っております。 
 今、福島委員、宮島委員、前回ちょっとご都合で出席できなかった方のご意見で、

あとで事務局と相談いたしまして、反映できそうであれば反映したいと思いますけ

れども、住宅マスタープラン、あるいは住宅政策とは固有の領域がちょっと違う、

まちづくりにかかわる領域なので難しい部分もあるかもしれませんが、できる限り

少し検討させていただきたいと思います。 
 もし、ほかにご意見が……。どうぞ。 

（吉村） １３ページの記述の中で、基本方針があって、施策の展開があって、 終的には

事業として主な取り組みを今後やっていく方向性だと思うんですね。ここの中で中

野の……。今回のこういったマスタープランの一番の売りといいますか、今までと

は違って、こういうところが出たことで新しい事業展開をするという方向性が見え

てくるものとして、何が上がってくるでしょうか。その辺をちょっとお聞きしたい

んですけど。 
（住宅担当課長） まだ、これは答申でございますので、答申の話とさせていただきます。 

 今回の答申の特徴といいますか、これまでと違った点を申し上げますと、まずマ

ンション問題です。これまで正面からマンションについて、前の審議会、それから
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現行の住宅マスタープランは余り扱っていないんですね。それが大きいところかな

と思います。やはりだんだんマンション住まいの方が多くなってきた。それから古

いマンションがふえてきた。それから入居者が高齢化してきた。そういった背景が

あって、今回だんだん関心が高くなってきたのかなと思います。今回、これが大き

い特徴でございます。マンションといいますと、以前はマンション紛争ばかりの話

だったんですけれど、今回はマンションをきちんと管理するとか、ワンルームマン

ションとか、そういったところに目が向いてきたという点でございます。 
 もう１点は環境に配慮した住宅ということで、これも以前には余り言われていな

かった部分でございます。今回、新しく入った項目でございます。やはり地球環境

問題とか、いろいろ関心が高まってきましたので、今回こういったものが入ってき

たのかなというところで、この２点が結構大きい話かなと思います。あとは耐震化

ですね。耐震化についても、今回記述がふえましたので、その辺も１つのポイント

と思っております。そんなところが今回の特徴だと思っています。 
 住宅マスタープランは、これからつくりますけれども、それにあたっても、やは

りその辺を目線につくっていこうと、現在思っているところでございます。 
（会長） よろしゅうございますか。 

 どうぞ、川上委員。 
（川上） 私も、ちょっと８月のときに出られなかったんですけれども。 

 今ちょっとお話が出たマンションとか耐震化のところで、今ここにいろいろ書き

込むのは難しいかもしれないんですが、耐震の診断に関しては助成をすると。そう

いうところもふえているんですが、実際にマンションを耐震補強をしようとすると、

そのあとが現実的にはものすごく大変で、耐震診断を下手にすると、かえってＮＧ

が出て、そのマンションがそれこそ不良だというようなレッテルが貼られてしまう。 
 でも、現実に耐震改修をしていこうとすると、費用も莫大なものがかかるし、そ

れと耐震の仕方に関しても、住んでいるマンションを本当にオーケーを出すために

は非常に難しいんですよね。１００点満点の結果が出せるような改修を現実にする

というのは非常に難しいので、その辺を耐震の診断の助成だけではなく、本当に改

修ができるような施策として今後検討していただきたいというのは、やはりつけ加

えていただきたいですね。診断をすることだけ促進しても、多分そのあとのことを

考えると、なかなか現実にはちょっと進んでいかないのかなということもあるので、

その辺を方針の中につけ加えていただければと思います。 
（会長） これについて、いかがですか。事務局。 
（住宅担当課長） ご提案ですので、答申ですから、委員の皆さんでそうということであれ

ば、答申の中には盛り込めると思います。表現については、会長のほうとちょっと

相談させていただきたいと思います。 
（会長） よろしゅうございますか。ありがとうございました。 
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 ほかにはいかがですか。 
 一応今何人かの委員の方々から、ご意見やご指摘を伺いました。修正の可能性に

ついては少し事務局と相談させていただいて、私と副会長の松本先生とで取りまと

めるという形でもしよろしければ、ご了解いただければと思いますが、よろしゅう

ございますか。 
（「はい」の声あり） 

（会長） それでは、一応おおよそ全体に関しては大幅な修正事項はないというふうにご理

解できたと思いますので、きょういただいた意見が少し盛り込めるところはうまく

盛り込めるような形で、答申（案）として 終的に取りまとめさせていただきたい

と思いますけれども、一応答申（案）を了解いただいたという形で、若干の微修正

は含むけれどもという形で委員会の答申とさせていただくということで、ご了解を

お願いしたいと思います。 
 それでは、今後の答申提出後の予定等につきまして、事務局のほうからご説明を

お願いしたいと思います。 
（住宅担当課長） 今後の予定ですけれども、若干の修正箇所が出ましたので、ちょっと会

長のほうと表現を調整させていただきたいと思います。その上で、来月、今のとこ

ろの予定では１０日頃に会長から区長のほうに答申を出していただくということ

にさせていただきたいと思います。 
 我々としては、それを受けまして、かなりこれは完成度の高い答申ですので、こ

れを踏まえて早速住宅マスタープランの素案をつくりたいと思います。実際、もう

作業に入っているんですけれども、年内にはきちんとした形で素案にしまして、区

民の方との意見交換もやりたいと思います。その上で住宅マスタープランの原案と

して、来年に入ってから発表したいと思います。 
 ２月ぐらいに、パブコメと言っていますが、パブリックコメントというのをやる

んですけれども、こういう住宅マスタープランの案ができましたと。で、ご意見を

いただきたいということで、そのパブリックコメントをやりまして、できれば３月、

年度内には住宅マスタープランを改定をしたいと、このようなスケジュールを今考

えているわけでございます。 
（会長） ありがとうございました。 

 一応答申についてのスケジュールは終わりましたけれども、少し残された時間で、

それからきょうが一応この答申を出すにあたっての 終回だということですので、

委員の皆さんの意見交換の時間を取っていただきました。それぞれ皆様、この住宅

政策審議会にいろんな立場からご参加いただいておりますので、幅広く今後の住宅

政策……。あるいは若干福島委員や宮島委員のご意見の中には、あるいは川上委員

もそうですけれども、今後の住宅マスタープランをつくるにあたって、参考になる

ご指摘がございましたけれども、ご自由な立場で結構ですので、ご意見など、ある
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いはお考えをお聞かせいただければと思います。 
 どうぞ、どなたからでも結構ですので、この際こういうことでということで。一

応答申（案）は答申（案）としてということですけれども、これのほかにももう少

し幅広く、これからの中野の住宅や、あるいは住宅政策を考えるにあたってこうい

うことが大事ですよねと、そういうようなことがあれば、ぜひご意見をいただけれ

ばと思いますが、いかがでございますか。 
 どうぞ、福島委員。 

（福島） 自由な意見交換ということであれば、１つ気になっているのは、若い人たちはワ

ンルーム主体で、住宅の中ではワンルームを探して入られるのは、もう十分に供給

されていると思いますけれども、高齢者、特に後期高齢者の賃貸でお住まいになっ

ている方々の住まいが非常に困窮しているんじゃないかと思っているんですね。こ

れは、この答申（案）の中にもいろいろ散りばめられてありますけれども、現況を

認識して話すとすれば、やはり行き場がない方がたくさんいらっしゃる。要するに、

不便なんだけど、何とか便利なところへ住み替えて住んでもいいと。お子さんたち

もいらっしゃらなくなって、ご老人のご夫婦だけで住まわれるといった場合でも、

そういう場所が中野区はわりとないんですね。ですので、この辺を何か改善する方

法を考えないといけない。 
 つまり、老人ホーム、ケアハウス、グループホームと、いろいろありますけれど

も、そういう公的なものでなくて、民間で言えば有料老人ホームだということにな

るんですけれども、そういったところは敷居が高くて、なかなかいろんな制限があ

りますから難しいんですけれども、介護保険も含めて、何か普通の住宅の中をちょ

っと改造した程度でも住めるような、現在の建物であっても、上のほう、２階、３

階に住んでいる方は１階に住み替えをして、高齢者として住まわれることが可能に

できるかということですね。そういうことをするということは、民間は非常に費用

もかかりますので、この費用の助成をしていただくような制度をつくるとか、それ

をちょっとお願いをするべきじゃないかなと。 
 バリアフリー化といいますけれど、なかなかそれは普通の住宅、できている住宅

にはできませんので、できればそういった制度をつくっていただくか、何か助成す

る方法、お金の出費は大変でしょうけれども、やはり中野に長く続けて住んでいた

だくことは非常に大事だと思うんですね。中野を魅力あるまちにするということは、

そういうことも含まれていると思うんですね。ですので、私も地元の住民としては

ぜひそういうことも考えていきたい、やっていただきたいと思っています。 
 以上です。 

（会長） なかなか難しい問題ですけれど、非常に重要なご指摘だろうと思います。 
 ほかにはいかがでございますか。 
 どうぞ。 
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（小宮山） これは意見ではなくて、質問ですけれども、ここに皆さん専門家の方々がいら

っしゃるので、質問したいんですが、これから例えば２０年、３０年後の中野はど

うなっているかということで、具体的には少子高齢化とか、人口がこれからどんど

ん減っていきますよね。人口が減ったときに、東京にみんな集まってくるんじゃな

いかという説もあるし、中野ももちろん、東京もそれに合わせて人口が減るんじゃ

ないかという説もあるし、中野区は今後３０年後、４０年後に人口がふえているの

か減っているのか、どうなっているのかというのを、専門家の方々のご意見を伺い

たいと思います。お願いします。 
（会長） 事務局のほうから、いかがですか。 
（住宅担当課長） 区の公式の見解としては、将来、たしか減っていくという想定をやった

こともあります。今後ですね。それから、今、小宮山さんが言われましたように、

２０年後、３０年後は、日本全体では人口は減ることは間違いないんですね。人口

も世帯も減るという厳然とした数字になっています。ただ、東京、あるいは中野が

どうなのかというのは、まだよくわからないところがあります。 
（会長） 今、国の社会保障人口問題研究所の予測なんかでは、地域別の予測がある程度出

されていまして、東京圏に関して言えば人口の減少はまだ起きないんですよね。多

分、オールジャパンでは２００４年がピークだったんですけれども、東京圏では緩

やかで、まだ２０１５年か２０年ぐらいまでは停滞型で、そこから少しずつ減って

いくという形だというふうに予測されているんですけれども――さっきの福島委

員のご指摘と重なるところがあるんですけれど、中野の特色というのは、若い２０

代、３０代の人がほかの東京の区部に比べても非常に比率が高かったんですけれど、

そういう単身の若い人というのは大体地方からやってきて、比較的安い、便利な中

野に住まわれているという構造があって、その方々が世帯形成をされていくと、中

野ではファミリー向け住宅は手当てできないから外に出ていくという、そういう構

造があったわけですけれども、地方から出てくる若い人の数が圧倒的に減ってくる

ということはたしかだろうと思います。 
 それでも東京は今までのところ相当若い人をどんどんひきつけてきて、ある意味

ではブラックホールだとよく言われるんですけれども、東京にやってきた若い人が

実は余り結婚されない人もふえるとか、あるいは地方に比べて出生率が非常に低い。

中野も出生率は１．０を切るか、それぐらいですよね。 
（住宅担当課長） もっと低いですね。はるかに低いですね。 
（会長） １．０を切っているという話ですから、だから、その構造はなかなか維持できな

いだろうと。だけど、その人口減少、世帯減少をどうやってソフトランディングし

ていくかというのは、ある種の政策的なことで考えなければいけない課題だろうな

と。ただ、少しドラスティックな減り方は地方に比べると緩やかなので、なるべく

そのほうをうまく利用しながらソフトランディングをどうするかというのは大き
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な課題だろうかなと。 
 それから全体的には中野区は、そうはいっても日本全国で一番人口密度の高いと

ころですから、どちらかというと、もう少し適正なゆとりある住まいや暮らしを実

現する１つのチャンスと考えるというのも――余り人口減少、世帯減少をネガティ

ブにとらえるのではなくて、１つのチャンスで、もっと充実した暮らしができるチ

ャンスと考えるのも１つの方向性だろうなというふうに、私は個人的には思ってお

ります。 
（住宅担当課長） 今、国のほうでコンパクトシティという発想がかなり出てきていますけ

れども、従来ですと、成長期というのは郊外へ郊外へと都市が広がったと思うんで

すけれども、これから人口減少時代を考えると、むしろ都市部の中心にコンパクト

に暮らしたほうが便利だというのと、公共施設なんかも郊外にどんどん広げる必要

がなくなりますので、そのほうが日本全体にとっていいのではないかという発想が

あります。 
 要するに、コンパクトに中心部に暮らすという、中野もその場所だということに

なれば、それほど人口は減らないのではないかなと。むしろ、郊外でまばらに住ん

でいる住宅地のお年寄りは、今結構苦労していますから。交通手段、それから買い

物なんかで。あるいは、病院もそうですね。むしろ、こういう都心回帰がこれから

ますます強くなるかもしれないなと思いますので、中野は現状維持ぐらいの人口で

多分推移する可能性もかなりあると思っています。 
（会長） どうぞ、ほかに何か。 

 松本先生、何か。 
（副会長） 今の話で言うと、多分、中野は今おっしゃったような形で推移する可能性があ

ると。その可能性を広げるためにこういう会をやっているわけで、住宅をどういう

ふうにこれからつくっていくかとか、あるいは維持していくかということを考える

ことによって人口を維持できるかどうかというところかなと私も思っていて。どの

辺を目指すのかということの設定によって住宅をどうするかということは、かなり

密接な関係があると思うんです。 
 そういう中でさっきのワンルームマンションを少し質のいいものにしましょう

というのは、今までみたいな密度の高いところにたくさん住んで、環境の悪い人た

ちがいっぱいいて困ったなというよりは、全体に少しよくしましょうとか、大村先

生が人口密度とおっしゃったようなことも含めてどうするかというのが、この会議

の大きなゴールになるのかなと思っています。 
 私、ちょっと気になっていて、この間もちょっと小委員会でお話ししたら、住宅

マスタープランの話ではないかもしれないと言われたんですが、１２ページの基本

理念に、「多様な世代が安心して快適に暮らせる活力と魅力にみちたまち・中野」

と書いてあって、この間、いろんなご意見が出て、これに落ち着いたんですが、こ
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のときに、今お話があったような、もう少し快適に、もうちょっと人口密度もゆと

りを持って暮らせるようにという部分については少し議論ができて、この中にも、

ある程度ワンルームマンションの抑制とか、あるいは管理をよくしていきましょう

みたいな話はできたんですが、活力と魅力というところで言うと、さっき福島委員

もおっしゃった、若い人がどうやってこれから住み続けるかとか、あるいは中野の

中で元気に活動できて、そういう場にできるかということについては、やや住宅だ

けじゃない話があるので、なかなかここで取り上げにくいかなというふうなことを、

この間ちょっと議論しました。 
 確かに、住宅マスタープランは住宅マスタープランですが、都市マスも考えてい

るわけですし、策定を今進めていらっしゃるわけで、そこで、この「活力と魅力に

みちたまち」というあたりを、もう少し意識して、若い人たちが住み続けて魅力が

あるようにというには住宅側で何ができるのかなとか、ただワンルームマンション

の質のいいものだけで大丈夫かなとか、子育ての環境を少し充実していきましょう

と書いていただきましたけれど、それだけでいけるのかなというふうなことも今後

課題かなと。 
 そういうことがあると、もっと人口が減らないとか、もっとよくなるのかなと思

っていまして、そのためにはさっき福島委員がおっしゃったような話で、少し人口

の動きとか、何かそういうものを……。すぐに答申でという話ではないでしょうけ

ど、何かきちんと押さえていくようなことをしていかないと。今までの構造と変わ

ってきているんだったらどうなっていくのかということを予想していくためにも

――分譲マンションの調査はやるというふうにはなっていたんですが、少し人口の

動きみたいなものも気をつけて調査していくような、あるいはつかまえていくよう

な努力が必要かなと思っています。 
 余り意見じゃないですけど、ちょっとそんな感想を持ちました。 

（会長） どうぞ、福島委員。 
（福島） 今いろいろお話を聞いている中で、人口密度が日本一の中野ですけれども、実は

第２位が豊島区なんですね。豊島区も実はあと０．０１人ぐらいふえると、中野区

を追い越すらしいんですよ。それがどうも来年の半ばぐらいには行ってしまうらし

いですね。 
 ところが、豊島区と中野区の違いが結構大事なことだ思うんですね。豊島区は１

６万人ぐらいしか人口がいないんですよ。中野区は３２万人なんですね。そうなる

と、半分ぐらいの人が住んでいて人口密度が高いという問題は、豊島区は非常にみ

どりや公園や、わりと中野区は少ないと思うんですけれども、何が違うかというと、

高層化しているということですね。住宅が高層化していて、空地が結構あるという

つくり方を大分しているということですね。中野区の場合は面的に広がっていて、

平均２階ちょっとぐらいですね。ここら辺の違いというのは大きいんですね。 
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 だから、コンパクトシティとおっしゃっているような政策をもし掲げるならば、

都市マスのほうで今用途地域の見直しをしているようですけれども、これも含めて

一緒にやらないとこういう考え方にはならないですよね。だから、高密度にするこ

とはかまわないんですけれども、もうちょっとその辺を考え直すこと。それから単

身者が移動してしまう理由の１つに、やはりここで子どもを産めないと。仮に単身

者が結婚しようとすると、ここではもう無理だろうというふうに考えられて出てし

まうということが結構多いらしいんですね。 
 そこでとどまらせるのは何か。住宅の問題はもちろんあるんですが、それ以外に

別な制度、要するに乳幼児には何か別な厚い手当てがあるとか、保育所とか幼稚園

だとかいったものも半額は補助するとか、何かそういう別な手段ですね。こういっ

たことを同時に絡めて考えていかないと、政策的に住宅がよくならない。一緒にな

って考えないといけない問題だと思うんですね。そんなふうに考えると、先ほどお

話が出ていた１２ページの「多様な世代が安心して快適に暮らせる活力と魅力にみ

ちたまち」というふうなスローガンになっていかないんですね。多分。ですから、

これをぜひ中野区として考えていただきたいと思います。 
 以上です。 

（会長） どうぞ、小宮山さん。 
（小宮山） 今の豊島区の話で、豊島区には千川と要町に何年か暮らしたことがあるんです

けれども、豊島区を歩くと小さな公園があちこちにあって、中野区を歩いたときの

ような圧迫感とか、人口密度が高いことによる何かゴチャゴチャした雰囲気がすご

い緩和されている気はするんですね。それは気のせいなのかもしれないですけど。 
 僕も子どもがいるんですけれども、以前もこの審議会で発言しましたけれども、

中野区の線路からこっち側というのは公園が極端に少ないので、ちょっとした小さ

な公園でもあちこちにいろいろあると、住環境としてはよくなるだろうなというこ

とは常々思っています。特にデータの上で見てしまうと、例えば平和の森とか哲学

堂とか、大きな公園で緑地面積は稼げてしまうと思うんですが、データの話ではな

くて、大きな緑地面積は稼げても、実際暮らしてみると緑地は少ないよと。特に小

さな公園がいっぱいある豊島区と比べても緑地は少ないな、公園が少ないなという

のは、暮らしていて感じます。 
 以上です。 

（会長） ありがとうございました。 
 どうぞ、宮島委員。 

（宮島） 今言われた公園ですけど、たしか僕の記憶だと、２３区、一番１人当たりの公園

面積がないのが中野ですよね。 
（住宅担当課長） いや、豊島区です。豊島区が 低で、中野区は２番目です。 
（宮島） ２番目ですか。 
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 さっき、福島さんが言われたとおり、１種住専という地域が余りにも広がりすぎ

ていて。今思うのは、ワンルームマンション、マンションと言うけど、本当に「ワ

ンルームマンション」と呼べるワンルームは幾つあるのと。本当は２階建ての木賃

みたいなものが多くて、若い人たちが入ってきて出ていくって……。 
 私、大和町ですけれど、 近ではないですけれど、前言われたのが、学生時代は

中野に住んでいるよと。だけど、自分で稼ぐようになると、とても家賃を払えない

から出ていきますと。親のすねをかじっている間は入れるんですね。そういう地域。

それはなぜかというと、親が来ても便利で、また子どもが住んでいても、大学が八

王子にあっても新宿のほうにも出られるという、利便性ですごく評価されている地

域ではないかと。 
 そうなると、どうしても今後、今の経済情勢からいくと、親も出せない、子も働

いて稼げないということになれば、やはり何らかの変化が起きてくるのではないか。

特に２階建ての木賃のほうを今後考えていかないと、ワンルームの大きいマンショ

ンというのは、なかなか敷地がそろわないので、道路周辺以外はできにくいのでは

ないか。そうなると、今後……。 
 多分、家主さんもかなり高齢じゃないですか。大体７０から８０ぐらいの方が多

いと思います。大和町の辺が昭和３０年に売り出されて買われた方たちが、今大体

８０ぐらいになられていて、お子さんはほとんど外に出ていて、一緒に住まわれて

いない。で、庭にアパートを建てる。そういう地域が非常に多いので、そこをもう

少し福島さんが言われるとおり、豊島区のようにある程度高層化をしていくという

方向も必要ではないかと思います。 
（会長） ほかはいかがですか。 

 時間も限りがございますので、もしよろしければ……。住マス以外にも、今、区

が策定されている都市計画マスタープランのほうに対しても、いろんなサゼッショ

ンがあったと思いますので、行政のほうでもぜひ、部長さんは都市マスのほうを担

当されていると思いますので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。 
 一応、意見交換はこれで終了させていただきまして、この全体の閉会にあたりま

して、区のほうからご挨拶いただけるということですので、石井部長のほうからお

願いいたします。 
（都市整備部長） 昨年、１９年１２月１１日、これが初回でございました。全体会が、数

えてみますと６回、それから小委員会が５回、合計１１回、皆さんに熱心にご審議

いただいております。 
 きょうもいろいろとご意見を賜りました。やはり、住宅問題は先ほどの議論にも

ございましたように、住宅だけでは到底目指すところが実現がなかなか難しいだろ

うと思っています。やはり、総合的な施策の中で住宅についてはこのような形とい

う、それぞれ連携しながら住宅マスタープランを考えていく必要があるだろうと思
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っています。 
 我々もこの住宅マスタープランの策定にあたりましては、関係する部署、ここと

も連携しながら、出されましたご意見等を十分踏まえまして、できるだけ効果の上

がる形にしてまいりたいと、このように思っております。 
 本当に長い間ご苦労さまでございました。ありがとうございました。 

（会長） 私のほうからも、一応 後にということで。 
 ほぼ１年間にわたりまして、住宅マスタープランの改定についてのご審議を賜り

まして、一定の答申をまとめることができました。これも皆様方のご協力、それか

ら非常に熱心なご議論で重要なご指摘をいただいて、中野区に、来月の１０日ぐら

いになると思いますけれども、区長さんに答申という形でお渡しすることができる

ことになったので、これも委員の皆様方のご協力のおかげと思っております。 
 どうも本当に長い間ありがとうございました。 

（住宅担当課長） どうもありがとうございました。 
 後に事務的な話になってしまいますけれども、委員の皆様の任期は２年という

ことになっていますので、もう１年ございます。それで、マスタープランができた

段階ですとか、また１回、ぜひ開いていただきたいと思いますので、よろしくお願

いいたします。 
（会長） また、後日、日程の調整とか、そういうことでご連絡いただけると。 
（住宅担当課長） そうですね。後日、日程につきましては、またご連絡いたしますので、

よろしくお願いいたします。 
 以上でございます。どうもありがとうございました。 

―― 了 ―― 
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